












陸上自衛隊仕様書 

物品番号 
 

仕様書番号 １／３ 

 

役 

務 

名 

称 

 

 

 

海田市（Ｒ６） 

事業系ごみ処理 

承認年月日 令和  年  月  日 

作成年月日 令和 ６年 １月 ６日 

変更年月日 令和  年  月  日 

作成部隊等 海田市駐屯地業務隊 

１ 役務場所  広島県安芸郡海田町寿町２番１号（陸上自衛隊海田市駐屯地） 

 

２ 役務期間  令和６年４月１日から令和７年３月３１日 

 

３ 役務概要 

  海田市駐屯地で発生した事業ゴミを搬出・処分すること。 

概 要 
年間予定数量 

（広島市分） 

年間予定量 

（海田町分） 

(1)事業系可燃ごみ  

週２回収集（火・金）・祝祭日中止 
７，０００kg 

 

 

７０，０００kg 
(2)事業系不燃ごみ 

  週２回収集（火・金）・祝祭日中止 
５００kg 

(3)事業系プラスチックごみ 

  週２回収集（火・金）・祝祭日中止 
４，０００kg 

事業名ごみ処分区分 
運搬のみ 

（市指定袋使用） 
運搬及び処分 

 

４ 一般事項 

（１）事業系ごみの分類は次のとおりとする。 

 ア 事業系可燃ごみ 

   再生のきかない紙屑・割箸、吸い殻・茶殻・薬屑他事務所等により排出される可燃物、布 

類、草、木材（長さ５０ｃｍ以下、太さ１０ｃｍ以下） 

 イ 事業系不燃ごみ 

   事務所等より排出されるプラスチックと金属の複合品の小物類（小型家電は不可） 

 ウ 事業系プラスチックごみ 

   事務所等より排出される包装ビニール、ポリ袋、ポリ容器など（生ごみ等付着していない 

もの） 

（２） 搬出時間は０８３０～１７００とし、細部については係官と調整すること。 

（３） 請負者は、所在地の区分に応じた事業系一般廃棄物を処分可能の処理施設へ持ち込むこ 

と。 

 



役務件名 
海田市（Ｒ６）事業系ご

み処理 
仕様書番号 ２／３ 

５ 特記事項 

（１） 契約後すみやかに、一般廃棄物処理許可証（写）及び収集運搬業許可証（写）を提出する。 

（２） 契約後すみやかに、運搬車両の登録番号及び処分先を提出する。 

（３） 収集、運搬を実施する際に官側が実施したゴミの計量を確認する。 

（４） 各月のゴミ処理終了後速やかに、「事業ゴミ処理完了報告書」２部（添付の参考様式参 

照）を提出する。 

 

６ 検査 

  事業ゴミ処理完了報告書提出をもって完了とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（参考報告様式）

　陸上自衛隊海田市駐屯地　殿

（単位：kg）

   上記のとおり収集運搬処理業務を完了したので報告します。

令和　　年　　月　　日

印

仕様書番号 ３／３

所 在 地

会 社 名

代表者名

事業ごみ処理完了報告書

（令和 ６ 年度　　月分）

備考
収集運搬処理量

29
30
31

合計

28

不燃ごみ
広島市分

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸごみ

22
23
24
25
26
27

16
17
18
19
20
21

11
12
13
14
15

8
9
10

2
3
4
5
6
7

　　　　 項目

日･曜日 可燃ごみ 不燃ごみ 可燃ごみ
海田町分

1


